
後期高齢者医療についてお知らせ

 7 ⽉ 11 ⽇、上之原振興会の⼩林ヨ
シ⼦さんのご⾃宅にお伺いし、永野
町⻑より祝品贈呈を⾏いました。

※敬称略

振興会 氏　名
上之原 ⼩林 ヨシ⼦
菅原 阿部 むつ

 肝付町に住む⾼齢者の⽅の⻑寿をお祝いするとともに、敬⽼の意を表し、５⽉・
６⽉に 100 歳を迎えた⽅々のご紹介をさせていただきます。

▲⼩林ヨシ⼦さん

10 月１日から
保険証が
変わります

今年の 10 月 1日に窓口負担額が見直しされることから、今年度は
保険証の更新が２回行われます。
10月以降使用できる保険証（緑色）は、９月下旬にお送りします。
ご不明な点については、お問い合わせください。

⼀定以上の所得がある⽅（75 歳以上の⽅等）の医療費の窓口負担割合が変わります。

お問い合わせ先 肝付町役場 健康増進課 ☎ 0994（65）8412 内之浦総合⽀所町⺠⽣活課 ☎ 0994（67）4511
        岸良出張所 ☎ 0994（68）2001 

現役並み所得（課税所得 145 万円以上）に該当するか

世帯内 75 歳以上の⽅のうち
課税所得が 28 万円以上の⽅がいるか

世帯内 75 歳以上の⽅が
２⼈以上いるか

「年⾦収⼊ + その他の
合計所得⾦額」が
200 万円以上か

200 万円
未満

1 割 2 割1割
世帯全員が

3 割
世帯全員が

2 割
世帯全員が

1 割
世帯全員が

「年⾦収⼊ + その他の
合計所得⾦額」が
320 万円以上か

200 万円
以上

320 万円
以上

320 万円
未満

いない

該当する 該当しない

いる

１人だけ 2人以上

※ 「年⾦収⼊」には
遺族年⾦や障害年
⾦は含みません。

※住⺠税⾮課税世帯の⽅は⼀割負担となります。

※ 後期⾼齢者医療の被保険者証は 75
歳以上の⽅（65 〜 74 歳で⼀定の
障害の状態にあると広域連合から認
定を受けた⽅を含む）が対象です。
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